
横浜町町内会集会所修繕等補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 町は、町内会等が所有する集会所等（以下「集会所等」という。）の修繕または利

便性の向上及び衛生環境の改善を目的とした工事（以下「修繕等工事」という。）に対

し、事業実施年度予算の範囲内において、横浜町町内会集会所修繕等補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付については、横浜町補助金等の交付に

関する規則（昭和５３年３月１日規則第３号、以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （補助対象者） 

第２ 補助金の交付の対象となる団体は、集会所等を所有する町内会及び町内の各種団

体並びに町内会により組織された管理団体（以下「町内会等」という。）とする。 

 

 （補助事業、補助対象経費、補助金上限、補助率及び補助金の額） 

第３ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助金の交付の対

象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金上限及び補助率は、別表のと

おりとする。また、補助金の額は、補助事業の実施に要する費用の総額から補助対象

外経費を除き、補助事業に充てる会費、協賛金その他の収入を控除した額に補助率を

乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときはこれを切り

捨てる。 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。 

（１）法令等に違反し、又は違反するおそれのある事業。 

（２）この補助金の事業実施年度において、町等の他の補助金を受けている事業又は受

ける見込みである事業。 

（３）事業実施年度前４ヵ年に町から横浜町がんばる団体活動助成事業費補助金及び横

浜町元気な町内会活動助成事業費補助金の修繕等工事の補助金を受けている場合。 

（４）政治活動又は宗教活動を目的とする事業。 

（５）前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の対象として適当でないと認められる

事業。 

 

 （補助金の申請） 

第４ 規則第３条の申請書は、第１号様式によるものとする。 

２ 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１）事業計画書（第１号様式 別紙１、別紙２） 

（２）活動内容を示す資料（総会資料・事業計画書・収支計画書等） 

（３）その他町長が必要と認める書類 

 

 （補助申請の事前協議） 

第５ 町内会等は、前条に規定する書類を添えて、指定された期日までに町長に事前協

議しなければならない。この場合において、協議することができる事業は、１年度に

つき１件とする。 

２ 町は、事前協議の内容について審査し、結果を通知するものとする。 



 （補助金の交付の条件） 

第６ 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第

５条の規定により付された条件となるものとする。 

（１）補助事業に要する予算を変更し、又は補助事業の内容を変更しようとする場合は

第２号様式を町長に提出してその承認を受けること。 

（２）補助事業を中止、又は廃止する場合は、第３号様式を町長に提出してその承認を

受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。 

 

 （補助金の交付決定、交付方法） 

第７ 町長は、補助金の申請があったときは、速やかに審査し、補助金を交付すると認

めたときは、事業実施年度予算の範囲内で交付の決定を行うものとする。 

２ 補助金は、事業の完了後交付する。ただし、町長が必要と認めるときは概算払いに

より交付することができる。 

 

 （補助金の請求） 

第８ 補助金の請求は、補助金（概算金）請求書（第４号様式）の提出により行うもの

とする。 

 

 （実績報告） 

第９ 規則第９条に規定する実績報告書は、第５号様式によるものとし、次の各号に掲

げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業報告書（第５号様式 別紙１） 

（２）収支決算書（第５号様式 別紙２） 

（３）その他町長が必要と認める書類 

 

 （その他） 

第１０ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 



別表（第３関係） 

区分 補助対象経費 補助金上限 補助率 

修繕 施設本体の修繕に係る費用 

（備品、付帯設備等は対象外） 

300,000 円 １０分の１０ 

大規模修繕 （一財）自治総合センターが行

うコミュニティセンター助成

事業の対象となる大規模修繕

費用 

600,000 円 １０分の４ 

トイレ水洗化

等工事 

※１町内会等

１回限り 

１．水洗式及び洋式便器への取

替えを含むトイレ改修費用 

２．上記に伴う電気、給排水、

必要最低限の床及び壁の付

帯工事を含む一部改修費用 

500,000 円 １０分の１０ 

 

 



第１号様式（第４関係） 

令和   年   月   日 

 

 

横浜町長            殿 

 

 

申請者 住 所 

団 体 名 

代表者氏名             

 

 

横浜町町内会集会所修繕等補助金交付申請書 

 

 

 令和  年度において実施する横浜町町内会集会所修繕等補助金事業について、

補助金の交付を受けたいので、横浜町補助金の交付に関する規則第３条の規定に

より、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１．補助金交付申請額   金           円 

 

２．事業名 

 

３．事業目的、事業内容及び経費の配分 

   別紙１のとおり 

 

４．収支計画 

   別紙２のとおり 

 

５．事業完了予定年月日   令和   年   月   日 

 

６．添付書類 

   その他町長が必要と認める書類 



第１号様式 別紙１ 

 

団 体 名                       
 
代表者氏名                       
 
連 絡 先                       

 

 

１．事 業 名 

 

 

 

２．事業主体 

 

 

 

３．事業目的 

 

 

 

 

４．事業着手予定年月日 

 

   令和   年   月   日 

 

 

 

５．事業内容 

 

 

 



６．経費の配分                       （単位：円） 

経費区分 総事業費 補助対象経費 
財源内訳 

摘要 
町補助金 自主財源 

      

      

      

合 計      

 

 

７．事業についての創意工夫点、向上点及び期待される効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．その他特記事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 別紙２ 

 

１ 収 入                         （単位：円） 

区 分 計画額 摘 要 

(1)町補助金   

(2)自主財源   

   

合 計   

 

 

２ 支 出                         （単位：円） 

区 分 計画額 摘 要 

   

   

   

合 計   



第２号様式（第６関係） 

 

令和   年   月   日 

 

 

横浜町長            殿 

 

 

申請者 住 所 

団 体 名 

代表者氏名             

 

 

横浜町町内会集会所修繕等補助金事業内容変更承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け横企発第   号で補助金の交付決定の通知を受

けた横浜町町内会集会所修繕等補助金事業の内容を下記のとおり変更したいので、

横浜町町内会集会所修繕等補助金交付要綱第６第１号の規定により申請します。 

 

 

記 

 

 

１．変更の理由 

 

 

 

 

２．変更の内容 

 

 

 

 

 

 

（注） 第１号様式の別紙１及び別紙２を添付することとし、変更内容がわかるように、変更部分を上下

２段書きとし、変更前を上段に括弧書きで記載すること。 



第３号様式（第６関係） 

 

令和   年   月   日 

 

 

横浜町長            殿 

 

 

申請者 住 所 

団 体 名 

代表者氏名             

 

 

横浜町町内会集会所修繕等補助金事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け横企発第   号で補助金の交付決定の通知を受

けた横浜町町内会集会所修繕等補助金事業の内容を下記のとおり中止（廃止）し

たいので、横浜町町内会集会所修繕等補助金交付要綱第６第２号の規定により申

請します。 

 

 

記 

 

 

１．中止（廃止）の理由 

 

 

 

 

２．中止（廃止）の内容 

 

 

 

 

 



第４号様式（第８関係） 

 

補助金（概算金）請求書 

 

 

 

一金           円也 

 

 

 

 令和  年  月  日付け横企発第   号で補助金の交付決定の通知を受

けた、横浜町町内会集会所修繕等補助金として横浜町補助金等の交付に関する規

則第７条の規定により上記のとおり請求します。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

申請者 住 所 

団 体 名 

代表者氏名             

 

 

横浜町長          殿 

 

 

 

   振込先  銀 行 等 名：                      

        種   類：                      

        口 座 番 号：                      

        口座名義人：                      

 



第５号様式（第９関係） 

 

令和   年   月   日 

 

 

横浜町長            殿 

 

 

申請者 住 所 

団 体 名 

代表者氏名             

 

 

横浜町町内会集会所修繕等補助金事業完了実績報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け横企発第   号で補助金の交付決定の通知を受

けた横浜町町内会集会所修繕等補助金事業が完了したので、横浜町補助金の交付

に関する規則第９条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１．事業実績 

  別紙１のとおり 

 

２．収支実績 

  別紙２のとおり 

 

３．事業完了年月日   令和   年   月   日 

 

４．添付書類 

 （１）支払いを証する書類の写し 

 （２）事業の実施状況を証する写真 

 （３）その他町長が必要と認める書類 

 

 



第５号様式 別紙１ 

 

団 体 名                       

 

代表者氏名                       

 

連 絡 先                       

 

 

１．事 業 名 

 

 

 

２．事業主体 

 

 

 

３．事業目的 

 

 

 

 

４．事業着手年月日 

 

   令和   年   月   日 

 

 

 

５．事業実績内容 

 

 

 

 

 

 



６．経費の配分                       （単位：円） 

経費区分 総事業費 補助対象経費 
財源内訳 

摘要 
町補助金 自主財源 

      

      

      

合 計      

 

 

７．補助事業の成果又は効果の評価 

 （１）自己評価（該当する項目を○で囲む） 

   Ｓ 期待以上の成果又は効果があったと認められる。 

   Ａ 期待どおりの成果又は効果があったと認められる。 

   Ｂ 期待したほどではないが、一定の成果又は効果があったと認められる。 

   Ｃ 期待した成果又は効果が発現するためにはさらなる時間や努力を要す

ると認められる。 

   Ｄ 想定外の原因により期待した成果又は効果が発現することは難しい状

況にあると認められる。 

 

 （２）自己評価の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．その他特記事項 

 

 

 

 

 



第５号様式 別紙２ 

 

１ 収 入                         （単位：円） 

区 分 
計画額 

（A） 

実績額 

（B） 

差 引 

（A-B） 
摘 要 

(1)町補助金     

(2)自主財源     

     

合 計     

 

 

２ 支 出                         （単位：円） 

区 分 
計画額 

（A） 

実績額 

（B） 

差 引 

（A-B） 
摘 要 

     

     

     

合 計     

 


